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ドイツにおける裁判テレビ中継と裁判の公開

ド
イ
ツ
に
お
け
る
裁
判
テ
レ
ビ
中
継
と
裁
判
の
公
開

─
─
二
〇
一
七
年
の
裁
判
所
構
成
法
改
正
を
手
が
か
り
に
─
─鈴　

　

木　
　

秀　
　

美

一　

は
じ
め
に

二　

開
廷
前
・
休
廷
中
・
閉
廷
後
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材

三　

開
廷
中
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材

四　

二
〇
一
七
年
の
Ｇ
Ｖ
Ｇ
改
正

五　

お
わ
り
に一　

は
じ
め
に

　

テ
レ
ビ
が
普
及
し
は
じ
め
て
以
来
、
公
開
さ
れ
て
い
る
法
廷
の
様
子
の
テ
レ
ビ
中
継
に
つ
い
て
は
、
各
国
で
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
さ

れ
て
き
た
。
現
在
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
州
裁
判
所
の
よ
う
に
、
開
廷
中
の
法
廷
の
様
子
が
テ
レ
ビ
中
継
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
日
本
で
は
法
廷
に
お
け
る
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
に
よ
る
取
材
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
場
合
、
裁
判
所
構
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成
法
（Gerichtsverfassungsgesetz

、
以
下
で
は
「
Ｇ
Ｖ
Ｇ
」
と
略
記
）
一
六
九
条
一
文
が
「
裁
判
所
に
お
け
る
審
理
は
、
判
決
及
び

決
定
の
言
渡
し
を
含
め
て
公
開
さ
れ
る
」）1
（

と
定
め
て
い
る
が
、
そ
れ
に
続
く
同
条
二
文
に
よ
っ
て
、
テ
レ
ビ
放
送
等
そ
の
内
容
の
公

表
を
目
的
と
す
る
法
廷
に
お
け
る
録
音
・
録
画
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
文
は
、
テ
レ
ビ
の
普
及
を
背
景
と
し
て

一
九
六
四
年
に
導
入
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
規
定
に
よ
る
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
の
禁
止
は
開
廷
中
の
法
廷
に
限
定
的
に
妥
当
す
る

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
た
め
、
開
廷
前
・
休
廷
中
・
閉
廷
後
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
認
め
る
か
否
か
は
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
七
六
条
に
基

づ
く
裁
判
長
の
法
廷
警
察
権
に
委
ね
ら
れ
、
そ
の
行
使
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
憲
法
判
例
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

裁
判
長
は
、
制
限
に
対
す
る
十
分
な
理
由
が
な
い
限
り
、
開
廷
前
・
休
廷
中
・
閉
廷
後
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
認
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
刑
事
事
件
の
場
合
に
も
、
被
告
人
の
容
貌
に
モ
ザ
イ
ク
処
理
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
は
い
え
、
被
告
人
の
入

廷
・
退
廷
や
休
廷
中
の
様
子
が
テ
レ
ビ
で
報
道
さ
れ
て
い
る
。
事
件
に
よ
っ
て
は
法
廷
の
秩
序
維
持
を
理
由
と
し
て
、
裁
判
長
が
開

廷
前
・
休
廷
中
・
閉
廷
後
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
テ
レ
ビ

局
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
取
材
を
認
め
る
よ
う
仮
命
令）2
（

を
求
め
る
と
、
制
限
の
た
め
の
十
分
な
理
由
が
な
い
限
り
、
仮
命
令
に
よ
っ

て
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
が
認
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
審
理
さ
れ
て
い
な
い
法
廷
で
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
や
、
一
九
九
〇
年
代
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
に
限
り
例
外
的
に
「
口
頭
弁
論
に
お
け
る
関
係
者
の
在
廷
確
認
ま
で
」
及
び
「
判
決
主
文
言
渡
し
」
の
時
間
帯
に
は
、
開
廷

中
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
文
に
よ
る
法
廷
テ
レ
ビ

カ
メ
ラ
取
材
禁
止
の
合
憲
性
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
で
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
裁
判
所
の
二
〇
〇
一
年
一
月
二
四
日
の
判
決）（
（

は
、

Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
文
に
よ
る
開
廷
中
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
の
禁
止
を
合
憲
と
判
断
し
た
。
法
治
国
原
理
と
民
主
制
原
理
が

要
求
す
る
「
裁
判
の
公
開
」
の
原
則
を
法
律
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
決
め
る
か
は
、
立
法
者
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
判
示
さ

れ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
判
決
の
後
、
開
廷
中
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
の
禁
止
に
つ
い
て
、
法
改
正
に
よ
り
一
定
の
例
外
が
認
め
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ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
続
い
た
。
と
り
わ
け
、
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
る
法
廷
で
の
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
に
つ
い
て

は
、
結
論
が
出
て
い
る
以
上
、
そ
れ
を
テ
レ
ビ
で
中
継
し
て
も
、
裁
判
の
公
正
が
そ
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
な
議
論
の
蓄
積
を
背
景
と
し
て
、
二
〇
一
七
年
、
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
が
改
正
さ
れ
、
①
法
廷
の
音
声
を
裁
判
所
内
の
記

者
室
に
中
継
す
る
こ
と
、
②
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
重
要
な
現
代
史
的
意
義
の
あ
る
手
続
の
場
合
、
学
問
的
・
歴
史
的
目
的
の
た
め
に
審

理
を
録
音
す
る
こ
と
、
③
連
邦
通
常
裁
判
所
及
び
そ
れ
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
連
邦
行
政
裁
判
所
、
連
邦
労
働
裁
判
所
、
連
邦
社
会
裁
判

所
、
連
邦
財
政
裁
判
所
に
お
い
て
、
特
別
な
事
件
に
限
る
と
は
い
え
、
判
決
の
言
渡
し
を
放
送
等
の
公
表
の
た
め
録
音
・
録
画
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
緩
和
さ
れ
た
三
つ
の
可
能
性
を
認
め
る
か
否
か
は
、
裁
判
所
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
改
正
に
対
応
す
る
た
め
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
も
改
正
さ
れ
た
。

　

本
稿
で
は
、
二
〇
一
七
年
の
改
正
に
至
る
、
裁
判
テ
レ
ビ
中
継
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
議
論
を
概
観
し
た
う
え
で
、
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九

条
が
ど
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
な
お
、
二
〇
一
七
年
の
Ｇ
Ｖ
Ｇ
改
正
に
は
障
碍
者
た
め
の
改
正
も

含
ま
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
上
記
①
か
ら
③
の
法
改
正
に
限
定
し
て
解
説
す
る
。

二　

開
廷
前
・
休
廷
中
・
閉
廷
後
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材

　

１　

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
の
一
九
九
四
年
決
定

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
九
四
年
七
月
一
四
日
の
決
定
（
以
下
で
は
、「
一
九
九
四
年
決
定
」）
に
よ
り
、
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
文

が
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
禁
止
し
て
い
な
い
開
廷
前
・
休
廷
中
・
閉
廷
後
に
つ
い
て
、
刑
事
裁
判
所
が
全
面
的
に
取
材
を
禁
止

し
た
こ
と
を
違
憲
と
判
断
し
た
。
一
九
九
〇
年
の
ド
イ
ツ
統
一
後
、
旧
東
ド
イ
ツ
の
最
高
政
治
指
導
者
だ
っ
た
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
を
は

じ
め
と
す
る
六
人
の
政
治
家
に
つ
い
て
、
旧
西
ド
イ
ツ
へ
逃
亡
し
よ
う
と
し
た
旧
東
ド
イ
ツ
市
民
を
射
殺
す
る
よ
う
命
じ
た
こ
と
の
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刑
事
責
任
が
問
わ
れ
た
。「
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
事
件
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
の
刑
事
事
件
で
は
、
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
が
高
齢
で
、
病
気

（
肝
臓
癌
）
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
刑
事
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
大
き
な
注
目
が
集
ま
っ
て
い
た
。
ベ
ル
リ
ン
地

裁
第
二
七
刑
事
部
の
裁
判
長
は
、
混
乱
を
避
け
た
い
と
い
う
理
由
か
ら
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
全
面
的
に
禁
止
し
た
。
こ
れ
に

対
し
、
テ
レ
ビ
局
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
仮
命
令
の
申
立
て
を
し
た
と
こ
ろ
、
同
裁
判
所
は
、
一
九
九
二
年
一
一
月
、
仮
命
令）4
（

に

よ
っ
て
開
廷
前
と
閉
廷
後
の
法
廷
で
、
と
り
わ
け
開
廷
前
に
は
被
告
人
が
在
廷
し
て
い
る
状
態
で
、
い
わ
ゆ
る
プ
ー
ル
方
式
（
代
表

取
材
）
に
よ
る
撮
影
を
認
め
る
よ
う
ベ
ル
リ
ン
地
裁
に
命
じ
た）（
（

。

　

日
本
で
は
、
表
現
の
自
由
（
憲
法
二
一
条
）
に
報
道
機
関
の
取
材
・
報
道
の
自
由
が
含
ま
れ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ

で
は
、
意
見
表
明
の
自
由
（
基
本
法
五
条
一
項
一
文
）
と
並
ん
で
、
取
材
か
ら
放
送
に
至
る
放
送
事
業
者
の
自
由
な
活
動
や
、
放
送

が
果
た
す
意
見
形
成
機
能
を
保
護
す
る
基
本
権
と
し
て
放
送
の
自
由
（
基
本
法
五
条
一
項
二
文
）
が
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い

る
、
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
禁
止
さ
れ
た
複
数
の
テ
レ
ビ
局
が
、
こ
の
禁
止
が
放
送

の
自
由
の
過
剰
な
制
限
で
違
憲
で
あ
る
と
主
張
し
て
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
た
。
一
九
九
四
年
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
本
案
に
つ

い
て
決
定
を
下
し
た）（
（

。
こ
の
決
定
は
、
ベ
ル
リ
ン
地
裁
の
裁
判
長
が
開
廷
さ
れ
て
い
な
い
法
廷
に
お
い
て
放
送
に
よ
る
報
道
の
た
め

の
取
材
活
動
を
禁
止
し
た
こ
と
が
放
送
の
自
由
の
制
限
で
あ
り
、
制
限
目
的
と
の
関
係
で
、
裁
判
長
が
と
っ
た
全
面
禁
止
と
い
う
手

段
が
比
例
性
を
欠
い
て
い
る
と
し
て
当
該
制
限
を
違
憲
と
し
た
。

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
権
制
限
の
合
憲
性
判
断
に
あ
た
っ
て
、
比
例
原
則
を
用
い
て
、
ま
ず
制
限
の
目
的
を
確
認
し
、
①
目

的
に
対
す
る
手
段
の
適
合
性
、
②
当
該
手
段
の
必
要
性
、
③
当
該
手
段
が
か
か
わ
る
法
益
の
狭
義
の
比
例
性
、
つ
ま
り
制
約
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
の
バ
ラ
ン
ス
を
要
求
す
る
（
比
例
原
則
）。
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
事
件
の
公
判
に
際
し
て
、
開
廷
し

て
い
な
い
法
廷
の
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
の
全
面
禁
止
は
、
次
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
た
。
刑
事
裁
判
所
の
裁
判
長
は
、
公
正
な
裁
判
の

実
現
（
円
滑
な
審
理
の
進
行
、
裁
判
官
が
外
部
か
ら
影
響
さ
れ
ず
に
判
決
を
発
見
す
る
こ
と
、
訴
訟
関
係
者
が
そ
れ
に
貢
献
す
る
こ
と
）
及
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び
被
告
人
の
人
格
権
保
護
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
事
件
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
開
廷
し
て
い
な
い

時
間
帯
の
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
な
の
で
、
問
題
に
な
る
の
は
、
円
滑
な
審
理
の
進
行
と
被
告
人
の
人
格
権
保
護
で
あ
る
。
こ
の
事
件

の
取
材
禁
止
を
比
例
原
則
に
よ
り
審
査
す
る
と
、
全
面
禁
止
と
い
う
手
段
は
、
そ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
①
適
合
し
て
い
た

が
、
②
目
的
達
成
の
た
め
に
必
要
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
プ
ー
ル
方
式
（
代
表
取
材
）
に
よ
っ
て
も
目
的
は
達
成
で
き
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
③
歴
史
的
意
義
の
あ
る
刑
事
裁
判
の
様
子
を
映
像
に
よ
り
国
民
に
知
ら
せ
る
利
益
と
、
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材

に
よ
っ
て
法
廷
の
秩
序
維
持
や
被
告
人
の
権
利
に
と
っ
て
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
弊
害
を
比
較
衡
量
す
れ
ば
、
国
民
に
知
ら
せ
る
利

益
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
事
件
は
、
ド
イ
ツ
の
戦
後
の
歴
史
に
か
か
わ
る
、
ま
さ
に
重
大
事
件
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
被
告
人
ら
は
旧
東
ド
イ
ツ
の
政
治
家
で
あ
り
、
人
格
権
を
保
護
す
る
必
要
性
も
低
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
連
邦
憲
法
裁
判
所

の
こ
の
決
定
が
、
重
大
事
件
に
の
み
妥
当
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
よ
り
広
い
射
程
を
も
つ
の
か
と
い
う
点
に
関
心
が
集
ま
っ
た
。

　

２　

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
の
二
〇
〇
七
年
決
定

　

そ
の
後
の
憲
法
判
例
の
展
開
に
よ
っ
て
、
①
重
大
事
件
に
限
ら
ず
、
開
廷
前
・
休
廷
中
・
閉
廷
後
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
に

対
す
る
制
限
は
、
テ
レ
ビ
局
の
放
送
の
自
由
に
対
す
る
制
限
で
あ
り
、
そ
の
制
限
が
合
憲
と
な
る
た
め
に
は
比
例
原
則
に
適
っ
て
い

る
必
要
が
あ
り
、
②
裁
判
長
が
そ
れ
を
禁
止
又
は
制
限
す
る
命
令
を
下
す
場
合
に
は
、
す
べ
て
の
重
要
な
考
慮
要
素
を
考
慮
に
入
れ

た
う
え
で
の
措
置
で
あ
る
こ
と
を
テ
レ
ビ
局
側
に
認
識
さ
せ
る
た
め
、
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
判
例

が
確
立
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
憲
法
判
例
に
よ
れ
ば
、
③
刑
事
事
件
の
場
合
に
は
、
裁
判
長
が
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
許
す
際
、

原
則
と
し
て
被
告
人
の
容
貌
を
モ
ザ
イ
ク
処
理
等
で
隠
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
判
例
を
確
立
し
た
の
が
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
地
裁
の
「
連
邦
国
防
軍
初
年
兵
虐
待
事
件
」
に
お
け
る
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ

ラ
取
材
の
制
限
を
違
憲
と
し
た
二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
九
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定
（
以
下
で
は
、「
二
〇
〇
七
年
決
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定
」）
で
あ
る）7
（

。
こ
の
事
件
で
は
、
裁
判
長
が
、
同
年
二
月
九
日
、
今
後
開
始
さ
れ
る
予
定
の
公
判
に
お
い
て
、
開
廷
前
二
〇
分
間

の
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
禁
止
す
る
こ
と
を
報
道
機
関
に
通
知
し
た
。
こ
の
禁
止
に
よ
っ
て
、
テ
レ
ビ
局
は
裁
判
官
の
入
廷
の
様
子

を
撮
影
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
。
そ
こ
で
、
テ
レ
ビ
局
が
、
プ
ー
ル
方
式
の
採
用
や
、
裁
判
官
、
被
告
人
、
弁
護
人
の
容
貌
を

ア
ッ
プ
で
撮
影
し
な
い
な
ど
の
条
件
を
提
示
し
て
、
裁
判
長
に
制
限
の
見
直
し
を
要
求
し
た
。
し
か
し
、
裁
判
長
は
二
月
二
一
日
に

次
の
よ
う
な
命
令
を
下
し
た
。「
法
廷
及
び
そ
の
前
の
閉
鎖
可
能
な
ロ
ビ
ー
に
お
け
る
録
音
、
写
真
撮
影
、
録
画
が
許
さ
れ
る
の
は
、

開
廷
一
五
分
前
ま
で
及
び
閉
廷
し
て
か
ら
一
〇
分
後
以
降
と
す
る
。
こ
の
時
間
帯
以
外
の
法
廷
及
び
そ
の
前
の
閉
鎖
可
能
な
ロ
ビ
ー

に
お
け
る
録
音
、
写
真
撮
影
、
録
画
は
許
さ
れ
な
い
」。
そ
の
理
由
と
し
て
、
裁
判
長
は
、
十
八
名
の
被
告
人
が
出
廷
す
る
た
め
、

そ
の
弁
護
人
も
含
め
る
と
法
廷
が
手
狭
に
な
る
こ
と
に
加
え
て
、
法
廷
の
様
子
が
放
送
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
職
業
裁
判
官
で
は
な

い
参
審
員
が
世
論
に
よ
り
誘
導
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
こ
と
も
あ
げ
て
い
た
。

　

テ
レ
ビ
局
は
、
三
月
六
日
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
る
と
と
も
に
、
開
廷
さ
れ
て
い
な
い
法
廷
に
お
け
る
訴

訟
関
係
者
の
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
可
能
に
す
る
仮
命
令
の
発
給
を
求
め
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
三
月
一

五
日
、
仮
命
令）8
（

に
よ
っ
て
、
連
邦
国
防
軍
初
年
兵
虐
待
事
件
の
裁
判
長
に
対
し
、
開
廷
前
と
閉
廷
後
に
つ
い
て
、
裁
判
官
、
参
審
員
、

検
察
官
だ
け
で
な
く
被
告
人
も
撮
影
可
能
な
時
間
帯
を
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
の
た
め
に
確
保
す
る
よ
う
命
じ
た
。
た
だ
し
、
被

告
人
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
同
意
が
な
い
限
り
モ
ザ
イ
ク
処
理
等
に
よ
り
容
貌
を
隠
す
必
要
が
あ
る
と
し
た
。
同
裁
判
長
は
、
こ
の

決
定
の
翌
日
、
仮
命
令
に
従
っ
て
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
に
関
す
る
命
令
の
内
容
を
変
更
し
た
。

　

二
〇
〇
七
年
決
定）9
（

は
、
こ
の
事
件
の
本
案
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
制
限
し
た
裁
判
長
の
命
令
は
、

放
送
の
自
由
の
過
剰
な
制
限
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
に
よ
れ
ば
、
開
廷
前
・
休
廷
中
・
閉
廷
後
の

法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
は
、
裁
判
長
の
法
廷
警
察
権
に
基
づ
く
裁
量
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
裁
判
長
は
、
法
廷
警
察
権
を

行
使
す
る
に
あ
た
っ
て
、
裁
判
に
つ
い
て
の
報
道
の
意
義
と
、
そ
れ
と
対
立
す
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
比
例
原
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則
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
音
声
と
動
画
に
よ
る
撮
影
を
利
用
し
て
報
道
す
る
利
益
が
、
裁
量
判
断
に
お
い
て
考
慮
さ
れ

る
べ
き
他
の
利
益
に
優
位
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
長
は
そ
の
よ
う
な
撮
影
の
可
能
性
を
設
け
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
」。

公
判
当
日
の
法
廷
内
の
様
子
に
つ
い
て
、
取
材
に
対
す
る
制
限
を
命
じ
る
場
合
、
比
例
原
則
の
う
ち
と
く
に
必
要
性
の
原
則
を
考
慮

す
る
必
要
が
あ
る
。
被
告
人
の
人
格
権
保
護
に
つ
い
て
は
、
モ
ザ
イ
ク
処
理
等
に
よ
り
容
貌
を
隠
す
こ
と
を
条
件
と
す
れ
ば
、
法
廷

テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
そ
の
も
の
を
禁
止
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
七
年
決
定
は
、
さ
ら
に
、「
審
理
の
直
前
・
直
後
ま
た
は
休
廷
中
の
録
音
と
録
画
が
放
送
の
自
由
に
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、

そ
の
よ
う
な
撮
影
を
禁
止
し
、
ま
た
は
制
限
す
る
命
令
は
、
実
体
的
基
本
権
保
護
の
実
効
性
の
た
め
に
、
裁
判
長
が
、
そ
の
判
断
の

根
拠
と
な
る
理
由
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
事
者
に
す
べ
て
の
重
要
な
状
況
を
衡
量
に
取
り
込
ん
だ
こ
と
を
認
識
さ
せ
る

こ
と
を
必
要
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。

　

３　

二
〇
〇
八
年
以
降
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
の
部
会
決
定

　

二
〇
〇
七
年
決
定
に
よ
っ
て
、
開
廷
前
・
休
廷
中
・
閉
廷
後
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
に
つ
い
て
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例

が
確
立
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
そ
の
後
、
開
廷
前
・
休
廷
中
・
閉
廷
後
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
が
制
限
さ
れ
る
と
、
テ
レ
ビ
局

は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
憲
法
異
議
と
と
も
に
、
取
材
を
制
限
す
る
裁
判
長
の
命
令
を
覆
す
た
め
の
仮
命
令
の
発
給
を
求
め
る
。
ま

た
、
新
聞
社
が
、
開
廷
前
・
休
廷
中
・
閉
廷
後
の
法
廷
に
お
け
る
写
真
撮
影
の
制
限
を
、
同
様
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
で
争
う
こ
と
が

あ
る
。
そ
の
場
合
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
で
は
、
八
人
の
裁
判
官
で
構
成
さ
れ
る
法
廷
で
は
な
く
、
三
人
の
裁
判
官
で
構
成
さ
れ
る
部

会
）
（（
（

に
よ
っ
て
決
定
が
下
さ
れ
る
。

　

例
え
ば
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
二
七
日
の
「
丸
太
事
件
」
決
定）（（
（

で
は
、
開
廷
前
・
休
廷
中
・
閉
廷
後
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材

に
つ
い
て
、
放
送
す
る
際
に
被
告
人
の
容
貌
を
モ
ザ
イ
ク
処
理
等
に
よ
り
隠
す
と
い
う
条
件
が
付
さ
れ
た
こ
と
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
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た
。
プ
ー
ル
方
式
で
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
民
間
テ
レ
ビ
局
は
、
本
件
で
は
被
告
人
の
容
貌
を
隠
す

必
要
は
な
い
と
主
張
し
、
容
貌
を
隠
さ
ず
に
放
送
す
る
こ
と
を
認
め
る
仮
命
令
の
発
給
を
求
め
た
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第

一
法
廷
第
一
部
会
は
こ
の
請
求
を
退
け
た
。

　

こ
の
事
件
で
は
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
地
裁
に
お
い
て
、
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
に
か
け
ら
れ
た
橋
の
上
か
ら
、
走
行
す
る
車
に
あ
て
る
つ

も
り
で
路
面
に
投
げ
ら
れ
た
約
六
キ
ロ
の
丸
太
が
、
走
行
し
て
い
た
車
に
あ
た
り
、
助
手
席
の
女
性
が
死
亡
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

丸
太
を
投
げ
た
被
告
人
が
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
て
い
た
（
被
告
人
は
、
二
〇
一
〇
年
、
連
邦
通
常
裁
判
所
で
有
罪
・
終
身
刑
と
さ
れ
た
）。

こ
の
事
件
で
は
、
そ
の
車
に
四
人
の
家
族
が
乗
っ
て
お
り
、
死
亡
し
た
母
親
に
は
七
歳
と
九
歳
の
子
ど
も
が
お
り
、
そ
の
子
ど
も
た

ち
も
事
件
発
生
時
に
車
に
同
乗
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
全
国
的
な
注
目
が
集
ま
り
、
メ
デ
ィ
ア
も
盛
ん
に
こ
の
事
件
を
報
道
し
て
い

た
。
裁
判
長
は
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
か
ら
始
ま
っ
た
公
判
に
つ
い
て
、
開
廷
前
・
休
廷
中
・
閉
廷
後
の
法
廷
に
お
け
る
テ
レ
ビ
カ

メ
ラ
取
材
を
プ
ー
ル
方
式
に
よ
り
許
可
し
た
が
、
被
告
人
の
容
貌
を
モ
ザ
イ
ク
処
理
等
に
よ
り
隠
し
て
放
送
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
、

も
し
こ
の
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
今
後
の
取
材
を
認
め
な
い
こ
と
を
テ
レ
ビ
局
側
に
伝
え
て
い
た
。

　

テ
レ
ビ
局
は
、
本
件
の
場
合
、
容
貌
を
隠
さ
ず
に
放
送
す
る
こ
と
に
よ
る
被
告
人
の
人
格
権
に
対
す
る
侵
害
は
、
事
件
の
重
大
性

を
考
慮
す
れ
ば
甘
受
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
審
理
に
つ
い
て
映
像
で
速
報
す
る
こ
と
は
、
事
件
の
重
大
性
や
、
同
様
の
事

件
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
視
聴
者
の
お
そ
れ
や
、
犠
牲
者
と
そ
の
家
族
へ
の
同
情
の
た
め
に
、
大
き
な
公
共
の
関
心
事
と

い
え
る
こ
と
、
被
告
人
は
、
審
理
が
始
ま
る
前
に
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
報
道
さ
れ
て
お
り
、
捜
査
の
段
階
で
容
貌
が
テ
レ
ビ
で
放
送

さ
れ
て
い
る
た
め
、
法
廷
か
ら
も
容
貌
を
隠
さ
ず
に
報
道
す
る
利
益
が
、
被
告
人
の
一
般
的
人
格
権
保
護
の
利
益
よ
り
も
優
位
す
る

と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
テ
レ
ビ
局
の
求
め
た
仮
命
令
に
つ
い
て
、
容
貌
を
隠
さ
ず
に
報
道
す
る
利
益
と

被
告
人
の
人
格
権
保
護
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
被
告
人
の
容
貌
を
モ
ザ
イ
ク
処
理
に
よ
り
隠
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
裁
判
長
の
判

断
を
認
め
た
。
同
決
定
は
、「
有
罪
が
確
定
す
る
ま
で
、
被
告
人
に
は
法
治
国
原
理
か
ら
導
出
さ
れ
る
無
罪
の
推
定
が
働
き
、
そ
れ
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に
応
じ
た
自
制
、
少
な
く
と
も
均
衡
の
と
れ
た
報
道
が
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
容
貌
が
隠
さ
れ
ず
に
な
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
の
報
道

に
よ
っ
て
生
じ
る
晒
し
者
効
果
へ
の
配
慮
も
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、
テ
レ
ビ
報
道
が
、
そ
の
音
声
と
映
像
の
強
い
印
象
や
、
テ
レ

ビ
報
道
の
到
達
範
囲
が
よ
り
広
い
こ
と
か
ら
、
ラ
ジ
オ
や
印
刷
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
よ
り
も
よ
り
強
く
人
格
権
を
侵
害
す
る
こ
と

も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
た
。

　

そ
の
後
、
二
〇
〇
九
年
四
月
三
日
の
「
急
性
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
事
件
」
決
定）（（
（

で
は
、
開
廷
前
の
被
告
人
の
撮
影
と
、
休
廷
中
と
閉

廷
後
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
制
限
し
た
裁
判
長
の
命
令
を
覆
す
仮
命
令
が
下
さ
れ
た
。
テ
レ
ビ
局
は
、
被
告
人
の
容
貌
を
モ

ザ
イ
ク
処
理
等
に
よ
り
隠
し
て
報
道
す
る
と
い
う
条
件
に
つ
い
て
も
変
更
を
求
め
た
が
、
こ
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
事
件
で
は
、
ベ
ル
リ
ン
地
裁
に
お
い
て
、
居
酒
屋
の
経
営
者
が
、
少
年
ら
に
酒
飲
み
競
争
を
さ
せ
た
た
め
一
人
の
少
年
が
意

識
を
失
い
、
一
カ
月
後
に
死
亡
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
事
件
は
、
少
年
の
急
性
ア
ル
コ
ー
ル
中

毒
と
い
う
社
会
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
全
国
的
に
注
目
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
事
件
の
裁
判
長
は
、
開
廷
前
の
法
廷
に
お
け
る
テ

レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
プ
ー
ル
方
式
に
よ
り
許
可
し
た
が
、
休
廷
中
と
閉
廷
後
の
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
認
め
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
時
間
帯
に
は
多
数
の
関
係
者
が
法
廷
と
そ
の
周
辺
に
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
た
め
、
裁
判
長
が
、
安
全
確
保
と
審
理
の
秩
序

維
持
の
た
め
に
そ
の
よ
う
な
制
限
を
必
要
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
裁
判
長
は
さ
ら
に
、
被
告
人
と
弁
護
人
に
、
開
廷
前
の
テ
レ
ビ

カ
メ
ラ
取
材
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
刑
事
被
告
人
専
用
の
階
段
を
通
じ
て
入
廷
す
る
こ
と
を
認
め
た
。

　

法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
テ
レ
ビ
局
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
る
と
と
も
に
、

裁
判
長
に
よ
る
取
材
制
限
を
排
除
す
る
た
め
の
仮
命
令
を
求
め
た
。
テ
レ
ビ
局
は
、
裁
判
長
が
、
被
告
人
と
弁
護
人
に
、
開
廷
前
の

法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
の
終
了
後
、
刑
事
被
告
人
専
用
の
階
段
か
ら
入
廷
を
許
し
た
た
め
、
事
実
上
、
被
告
人
と
弁
護
人
に
つ
い

て
の
映
像
に
よ
る
報
道
を
不
可
能
に
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
制
限
は
、
被
告
人
と
弁
護
人
の
人
格
権
保
護
の
た
め
で
あ
っ
て
も
正
当

化
さ
れ
な
い
し
、
休
廷
中
と
閉
廷
後
の
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
の
禁
止
理
由
も
十
分
な
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
被
告
人
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は
犯
行
後
、
何
度
も
取
材
に
応
じ
て
い
る
た
め
、
容
貌
を
隠
す
と
い
う
条
件
も
、
青
少
年
の
過
剰
な
飲
酒
に
対
す
る
社
会
の
高
い
関

心
に
照
ら
し
て
正
当
化
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
テ
レ
ビ
局
の
求
め
た
仮
命
令
を
部
分
的
に
認
め
た
。
休
廷
中
と
閉
廷
後
の
テ
レ
ビ
カ

メ
ラ
取
材
を
禁
止
し
た
裁
判
長
の
命
令
は
、
憲
法
異
議
に
つ
い
て
の
判
断
が
出
る
ま
で
、
最
長
で
六
カ
月
間
、
失
効
と
な
っ
た
。
テ

レ
ビ
局
の
そ
の
他
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

そ
の
後
も
、
メ
デ
ィ
ア
が
注
目
す
る
事
件
の
裁
判
に
お
い
て
、
裁
判
長
が
開
廷
前
・
休
廷
中
・
閉
廷
後
の
法
廷
に
お
け
る
テ
レ
ビ

カ
メ
ラ
取
材
や
写
真
カ
メ
ラ
取
材
を
制
限
す
る
と
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
い
て
そ
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
て
い
る
。
問
題
と
さ
れ
た

制
限
が
、
確
立
し
た
判
例
に
照
ら
し
て
過
剰
な
制
限
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
仮
命
令
に
よ
り
裁
判
長
の
企
図
し
た
取
材

制
限
は
覆
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
三　

開
廷
中
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材

　

１　

Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
文
の
合
憲
性
を
め
ぐ
る
議
論
の
経
緯

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
が
一
九
九
四
年
決
定
に
よ
り
、
開
廷
前
・
休
廷
中
・
閉
廷
後
の
法
廷
に
お
け
る
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
に
つ
い
て

の
判
断
を
下
し
た
後
、
法
廷
テ
レ
ビ
中
継
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
開
廷
中
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
例
外
な
く
禁
止
し
て
い
る

Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
文
の
合
憲
性
へ
と
焦
点
が
移
っ
た
。
こ
の
禁
止
が
、
①
法
廷
テ
レ
ビ
中
継
が
裁
判
の
結
果
に
影
響
を
与
え
る
余

地
の
な
い
判
決
の
言
渡
し
の
日
に
も
妥
当
し
て
い
る
こ
と
や
、
②
当
事
者
の
人
格
権
保
護
を
そ
れ
ほ
ど
配
慮
す
る
必
要
が
な
い
連
邦

憲
法
裁
判
所
に
も
当
時
は
妥
当
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
放
送
の
自
由
に
対
す
る
過
剰
な
規
制
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
う
ち
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
八
年
の
法
改
正
ま
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
一
七
条
が
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
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文
を
準
用
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
同
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
で
、
法
廷
テ
レ
ビ
中
継
を
運
用
に
よ
り
一
部
緩
和
し
て
い
た
。

ド
イ
ツ
で
は
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
公
共
放
送
の
独
占
体
制
か
ら
、
公
共
放
送
と
民
間
放
送
の
併
存
体
制
に
移
行
し
、
一
九
九
〇
年

代
に
入
る
と
公
共
放
送
と
民
間
放
送
の
間
の
競
争
が
激
し
く
な
っ
て
い
た
。
一
九
九
三
年
四
月
、
国
防
軍
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
域
外
派
兵
が

争
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｃ
Ｓ
事
件）（（
（

に
つ
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
る
際
、
あ
ら
か
じ
め
判
決
主
文
の
言

渡
し
に
つ
い
て
は
テ
レ
ビ
局
の
取
材
が
許
可
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
民
間
の
ニ
ュ
ー
ス
専
門
テ
レ
ビ
局
ｎ
︲
ｔ
ｖ
社
（
以
下
で
は
、

「
ｎ
社
」
と
略
記
）
が
、
許
可
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
決
理
由
が
読
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
様
子
を
法
廷
外
か
ら

ガ
ラ
ス
越
し
に
密
か
に
生
中
継
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
た）（（
（

。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
法
廷
の
設
計
は
、
透
明
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
視

し
た
デ
ザ
イ
ン
で
ガ
ラ
ス
張
り
で
あ
る
た
め）（（
（

、
ｎ
社
は
、
法
廷
外
か
ら
で
も
法
廷
内
を
撮
影
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
事
件
が
、

Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
文
に
よ
る
禁
止
の
緩
和
に
つ
い
て
の
議
論
が
高
ま
る
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
は
、
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
一
九
九
三
年
五
月
か
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
例
外
的
に

「
口
頭
弁
論
に
お
け
る
関
係
者
の
在
廷
確
認
ま
で
」
及
び
「
判
決
主
文
言
渡
し
」
の
時
間
帯
に
は
、
開
廷
中
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ

取
材
を
認
め
る
と
い
う
方
針
を
採
用
し
た
。
第
一
法
廷
も
、
同
年
一
一
月
か
ら
同
じ
方
針
を
採
用
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
運

用
に
は
法
的
根
拠
が
な
く
、
違
法
で
あ
る
と
の
批
判
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
九
八
年
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
が
改
正
さ
れ
、
上

記
の
よ
う
な
運
用
の
根
拠
規
定
と
し
て
一
七
ａ
条
が
新
設
さ
れ
た
。

　

２　

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
の
二
〇
〇
一
年
判
決

　
ｎ
社
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
、
開
廷
中
の
法
廷
で
も
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
が
許
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判

所
で
争
っ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、
二
〇
〇
一
年
一
月
二
四
日
の
判
決
（
以
下
で
は
、「
二
〇
〇
一
年
判
決
」）

（（
（

）
に
よ
っ
て
、

Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
文
に
よ
る
開
廷
中
の
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
の
禁
止
を
合
憲
と
判
断
し
た
。
二
〇
〇
一
年
判
決
は
、
法
治
国
原
理
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と
民
主
制
原
理
が
要
求
す
る
「
裁
判
の
公
開
」
の
原
則
を
法
律
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
決
め
る
か
は
、
立
法
者
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
問
題
で
あ
る
と
し
た
。

　

こ
の
判
決
は
、
前
述
し
た
ｎ
社
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
申
し
立
て
た
二
つ
の
憲
法
異
議
に
対
し
て
下
さ
れ
た
。
Ｃ
Ｎ
Ｎ
や
タ
イ

ム
・
ワ
ー
ナ
ー
を
株
主
と
し
て
一
九
九
二
年
一
一
月
に
テ
レ
ビ
放
送
を
開
始
し
た
ｎ
社
は
、
一
九
九
五
年
、
ベ
ル
リ
ン
地
裁
に
係
属

し
て
い
た
、
エ
ゴ
ン
・
ク
レ
ン
ツ
を
は
じ
め
と
す
る
六
人
の
旧
東
ド
イ
ツ
政
治
家
た
ち
の
、
東
西
ド
イ
ツ
国
境
に
お
け
る
逃
亡
市
民

殺
害
に
対
す
る
刑
事
責
任
が
争
わ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
政
治
局
事
件
」
の
公
判
を
中
継
す
る
た
め
に
、
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
に
よ
る
撮
影
許

可
を
申
請
し
た
。
し
か
し
、
裁
判
長
は
、
開
廷
中
の
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
認
め
ず
、
開
廷
前
の
写
真
と
映
像
の
撮
影
の
み
を
許
可

し
た
。
ｎ
社
は
、
こ
れ
に
対
し
て
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
る
と
と
も
に
、
開
廷
中
の
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
認
め
る
仮
命
令
の
発
給

を
求
め
た
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
一
九
九
六
年
一
月
一
一
日
の
決
定）（（
（

で
ｎ
社
の
仮
命
令
に
つ
い
て
の
請
求
を
退
け
た
。

　

そ
の
後
、
ｎ
社
は
、
一
九
九
九
年
四
月
二
一
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
連
邦
行
政
裁
判
所
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
十
字
架
事
件）（（
（

の
口
頭

弁
論
に
つ
い
て
、
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
の
許
可
を
申
請
し
た
。
し
か
し
、
裁
判
長
は
、
口
頭
弁
論
の
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
認
め
な

か
っ
た
。
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
の
許
可
は
、
開
廷
前
・
休
廷
中
・
閉
廷
後
に
限
定
さ
れ
た
。
こ
の
行
政
事
件
で
は
、
あ
る
生
徒

の
両
親
が
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
教
室
に
設
置
さ
れ
て
い
る
磔
刑
像
（
キ
リ
ス
ト
像
の
つ
い
た
十
字
架
）
の
撤
去
を
求
め
て
い
た
。
ｎ
社
は
、

口
頭
弁
論
の
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
る
と
と
も
に
、
そ
れ

を
認
め
る
仮
命
令
の
発
給
を
求
め
た
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
九
九
年
四
月
一
六
日
の
決
定
で
ｎ
社
の
仮
命
令
に
つ

い
て
の
請
求
を
退
け
た
。

　
ｎ
社
は
、
直
接
に
は
前
述
し
た
二
つ
の
事
件
に
お
い
て
開
廷
中
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
認
め
な
か
っ
た
裁
判
長
の
命
令
の

合
憲
性
を
憲
法
異
議
で
争
っ
た
が
、
間
接
的
に
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
文
及
び
そ
れ
を
準
用
し
て
い
る
行
政
裁
判
所
法
五
五
条
の
合
憲

性
を
争
う
こ
と
に
な
っ
た
。
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連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、
二
〇
〇
一
年
判
決
に
お
い
て
、
Ｇ
Ｖ
Ｇ
に
規
定
さ
れ
た
裁
判
の
公
開
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た

う
え
で
、
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
項
に
よ
る
開
廷
中
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
の
禁
止
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
放
送
の
自
由
と
い
う
基

本
権
に
対
す
る
制
限
に
は
あ
た
ら
な
い
と
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
文
に
よ
る
開
廷
中
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取

材
禁
止
そ
れ
自
体
と
、
そ
れ
を
貫
徹
す
る
た
め
の
裁
判
長
の
命
令
の
合
憲
性
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
裁
判
長
が
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
文

を
遵
守
さ
せ
る
た
め
に
法
廷
警
察
権
に
基
づ
い
て
命
令
を
下
す
場
合
、
そ
れ
は
放
送
の
自
由
の
保
護
領
域
を
制
限
し
な
い
こ
と
、
そ

し
て
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
文
の
禁
止
が
例
外
な
く
妥
当
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
立
法
者
が
、
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ

取
材
と
対
立
す
る
利
益
に
配
慮
し
て
こ
れ
を
禁
止
す
る
際
に
、
当
該
禁
止
に
例
外
を
設
け
る
こ
と
を
憲
法
上
義
務
づ
け
ら
れ
て
は
い

な
い
と
い
う
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

　
「
裁
判
所
構
成
法
に
含
ま
れ
て
い
る
口
頭
弁
論
公
開
の
原
則
は
法
治
国
原
理
の
構
成
部
分
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
、
民
主
制
に
お
け
る
一

般
的
な
公
開
原
理
に
も
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
、
公
開
に
つ
い
て
の
憲
法
原
則
は
例
外
な
く
妥
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
公
開
は
、
憲
法

に
よ
っ
て
原
則
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
場
合
に
も
、
公
共
の
福
祉
の
説
得
力
の
あ
る
理
由
か
ら
全
面
的
に
ま
た
は
部
分
的
に
禁
止
さ
れ
る

可
能
性
も
あ
る
」。「
法
治
国
及
び
民
主
制
の
憲
法
原
則
は
、
法
律
に
よ
る
詳
細
な
具
体
化
を
必
要
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
裁
判
の
公
開
の

要
件
と
方
法
に
つ
い
て
の
規
定
に
も
妥
当
す
る
。
立
法
者
は
、
裁
判
公
開
を
内
容
形
成
す
る
際
に
、
そ
の
機
能
及
び
様
々
な
利
益
を
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
口
頭
弁
論
の
公
開
は
、
手
続
的
正
義
の
保
障
に
寄
与
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
事
件
経
過
に
つ
い
て
の
情
報
は
、

こ
の
目
的
を
追
求
す
る
際
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
要
件
で
あ
る
。
法
廷
に
お
け
る
審
理
の
無
制
限
の
公
開
は
、
も
ち
ろ
ん
、
重
要
な
利
益
に
対

抗
す
る
。
そ
れ
は
、
手
続
の
当
事
者
の
人
格
権
、
当
事
者
の
公
平
な
手
続
を
求
め
る
権
利
及
び
司
法
の
機
能
性
、
と
り
わ
け
真
実
と
法
の
円

滑
な
発
見
で
あ
る
。
裁
判
所
構
成
法
は
、
一
般
的
な
、
ま
た
は
個
々
の
事
案
に
お
い
て
認
め
ら
れ
う
る
、
公
開
原
則
の
例
外
に
よ
っ
て
、
対

立
す
る
利
益
に
配
慮
し
て
い
る
」。

　
「
公
開
の
原
則
は
、
裁
判
所
構
成
法
に
お
い
て
、
審
理
の
行
わ
れ
る
空
間
に
お
け
る
公
開
と
し
て
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
。
…
…
テ
レ
ビ
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の
台
頭
は
、
一
九
六
〇
年
代
、
立
法
者
に
、
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
文
の
追
加
に
よ
り
、
明
文
で
、
公
開
を
、
い
わ
ゆ
る
法
廷
の
公
開
に
限
定

さ
せ
た
。
立
法
者
は
、
審
理
の
行
わ
れ
る
空
間
で
傍
聴
し
て
い
る
者
に
公
開
を
限
定
す
る
こ
と
を
、
憲
法
に
よ
っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な

い
が
、
し
か
し
そ
の
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
限
定
的
公
開
は
、
裁
判
手
続
の
公
衆
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
法
治
国

的
利
益
、
な
ら
び
に
民
主
制
原
理
に
碇
着
さ
れ
て
い
る
情
報
の
ア
ク
セ
ス
可
能
性
の
原
則
を
満
足
さ
せ
る
」。「
立
法
者
は
、
人
格
保
護
及
び

手
続
の
執
行
に
と
っ
て
の
危
険
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
個
々
の
手
続
の
種
類
及
び
手
続
の
段
階
に
つ
い
て
、
放
送
の
た
め

の
録
音
と
録
画
を
許
可
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
撮
影
を
、
審
理
の
開
始
時
、
ま
た
は
判
決
の
言
渡
し
に
限
定
す
る
場
合
、
手

続
の
執
行
に
影
響
を
与
え
る
危
険
は
、
た
と
え
ば
、
被
告
人
ま
た
は
証
人
の
尋
問
の
場
合
と
は
異
な
る
。
…
…
し
か
し
な
が
ら
、
危
険
は
、

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
手
続
及
び
手
続
の
す
べ
て
の
段
階
に
存
在
し
て
い
る
。
…
…
具
体
的
な
影
響
を
予
見
し
、
放
送
の
た
め
の
録
音
と
録
画
が
、

人
格
権
を
侵
害
せ
ず
、
手
続
執
行
に
影
響
を
与
え
な
い
た
め
の
適
切
な
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
続
の
た
め
の
措
置
を
準
備
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
こ
の
困
難
さ
は
、
立
法
者
に
、
裁
判
手
続
を
包
括
的
に
、
と
く
に
放
送
の
た
め
の
録
音
と
録
画
か
ら
の
否
定
的
な
影
響
を
受
け
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
の
契
機
と
な
り
う
る
。
立
法
者
は
、
と
く
に
憲
法
に
よ
っ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
の
た
め
に
連
邦
憲
法
裁
判

所
法
一
七
ａ
条
が
採
用
し
た
方
法
を
、
他
の
種
類
の
裁
判
に
も
可
能
に
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
立
法
者
は
、
連

邦
憲
法
裁
判
所
法
一
七
ａ
条
の
特
別
な
規
律
を
設
け
る
際
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
憲
法
機
関
と
し
て
の
地
位
と
、
そ
の
他
の
裁
判
所
と
の

関
係
に
お
い
て
典
型
的
に
存
在
し
て
い
る
、
憲
法
裁
判
所
の
手
続
の
相
違
を
考
慮
に
入
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
も
っ
ぱ
ら
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お

け
る
手
続
の
た
め
に
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
公
開
の
方
向
で
、
限
定
的
に
公
開
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
」。

　
「
立
法
者
は
、
個
別
の
事
案
に
つ
き
例
外
可
能
性
を
生
み
出
す
こ
と
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
裁
判
手
続
の
執
行
は
、
裁
判
所
、

と
く
に
裁
判
長
に
重
大
な
要
求
を
課
す
。
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
文
の
禁
止
の
例
外
可
能
性
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
個
別
の
判
断
を
必
要
と
し
、

そ
れ
ゆ
え
手
続
執
行
に
お
け
る
さ
ら
な
る
負
担
を
意
味
す
る
。
こ
の
判
断
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
ま
ず
手
続
の
当
事
者
の
聴
聞
と
、
続
い

て
撮
影
が
当
事
者
の
行
動
に
与
え
る
影
響
と
、
侵
害
の
期
待
可
能
性
に
つ
い
て
の
困
難
な
評
価
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
」。

　

こ
の
判
決
に
は
、
三
人
の
裁
判
官
（
キ
ュ
ー
リ
ン
ク
、
ホ
ー
マ
ン
＝
デ
ン
ハ
ル
ト
、
ホ
フ
マ
ン
＝
リ
ー
ム
）
の
反
対
意
見
が
付
さ
れ
た
。
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反
対
意
見
は
、
裁
判
の
公
開
が
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
公
開
も
意
味
す
る
と
し
た
う
え
で
、
法
廷
意
見
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
公
開
に
対
抗

す
る
利
益
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
手
続
及
び
手
続
の
段
階
に
つ
い
て
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
公
開
を
例
外
な
く
禁
止
す
る
こ
と
ま

で
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
た
。
た
だ
し
、
反
対
意
見
は
、
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
の
禁
止
を
限
定
的
に
緩
和
す
る

際
に
、
立
法
者
が
、
刑
事
手
続
と
行
政
手
続
を
区
別
す
る
こ
と
や
、
手
続
の
開
始
時
と
判
決
の
言
渡
し
の
際
の
テ
レ
ビ
撮
影
が
法
と

真
実
の
発
見
に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
へ
の
考
慮
も
求
め
た
。
テ
レ
ビ
中
継
を
認
め
る
手
続
の
種
類
ま
た
は
手
続
の
段
階
を
決
定
す

る
際
に
は
、
立
法
者
に
判
断
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
た
。

　

３　

二
〇
〇
一
年
判
決
に
対
す
る
反
応

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、
前
述
の
通
り
、
二
〇
〇
一
年
判
決
に
お
い
て
、
八
人
の
裁
判
官
の
五
対
三
で
、
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九

条
二
文
に
よ
る
法
廷
カ
メ
ラ
テ
レ
ビ
取
材
の
全
面
的
禁
止
を
、
放
送
の
自
由
に
対
す
る
制
限
と
し
て
で
は
な
く
、
裁
判
公
開
の
あ
り

方
に
つ
い
て
の
法
律
に
よ
る
内
容
形
成
の
問
題
で
あ
り
、
立
法
者
が
対
抗
利
益
を
考
慮
し
て
法
廷
カ
メ
ラ
テ
レ
ビ
取
材
を
全
面
的
に

禁
止
し
て
も
憲
法
上
は
許
さ
れ
る
と
判
断
し
た
。
第
一
法
廷
の
多
数
意
見
は
、
開
廷
中
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
の
問
題
は
、
憲

法
裁
判
所
に
お
い
て
で
は
な
く
、
立
法
者
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の

口
頭
弁
論
で
は
、
連
邦
政
府
が
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
文
に
よ
る
全
面
禁
止
を
緩
和
す
る
可
能
性
に
言
及
し
て
い
た
。
そ
れ
も
あ
っ
て
、

こ
の
判
決
を
き
っ
か
け
に
、
同
規
定
の
見
直
し
に
よ
る
規
制
緩
和
を
求
め
る
声
が
高
ま
り
、
数
年
内
に
慎
重
に
公
開
が
進
む
の
で
は

な
い
か
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
た）（（
（

。

　

な
お
、
学
説
に
は
、
こ
の
判
決
が
、
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
文
に
よ
る
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
の
全
面
的
な
禁
止
に
つ
い
て
、
放

送
の
自
由
に
対
す
る
制
限
と
し
て
合
憲
性
を
審
査
し
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
あ
っ
た）（（
（

。
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四　

二
〇
一
七
年
の
Ｇ
Ｖ
Ｇ
改
正

　

１　

二
〇
一
七
年
改
正
の
概
要

　

二
〇
〇
一
年
判
決
の
後
、
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
文
が
開
廷
中
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
全
面
的
に
禁
止
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
の
議
論
が
続
き
、
二
〇
一
七
年
に
Ｇ
Ｖ
Ｇ
改
正
に
至
っ
た）（（
（

。
こ
の
間
、
一
方
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
の
動
向
を
背
景
と
し
て
、
報
道
関
係
者
、
政
治
家
、
研
究
者
か
ら
規
制
緩
和
の
た
め
の
改
正
の
提
案
が
な
さ
れ
た
が
、
他
方
で

は
、
法
曹
界
、
と
り
わ
け
裁
判
官
の
間
で
緩
和
に
対
す
る
消
極
的
な
態
度
も
根
強
か
っ
た）（（
（

。

　

二
〇
一
七
年
改
正
の
直
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
二
〇
一
三
年
、
時
代
に
適
っ
た
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
裁
判
の
公
開
の
た
め
、

連
邦
と
州
の
司
法
大
臣
か
ら
な
る
会
議
が
、
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
文
の
禁
止
の
緩
和
を
求
め
、
法
改
正
を
提
案
し
た
こ
と
だ
っ
た
。

こ
の
提
案
に
基
づ
い
て
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
が
設
置
さ
れ
、
二
〇
一
五
年
夏
、
最
終
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
基
づ
い

て
、
連
邦
司
法
・
消
費
者
保
護
省
に
お
い
て
Ｇ
Ｖ
Ｇ
改
正
案
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
法
案
は
、
二
〇
一
六
年
八
月
三
一
日
の
閣
議
決

定
を
経
て
、
連
邦
政
府
に
よ
っ
て
連
邦
参
議
院
に
送
付
さ
れ
た
後）（（
（

、
同
年
一
〇
月
、
連
邦
参
議
院
の
意
見
と
そ
れ
に
対
す
る
連
邦
政

府
の
反
論
を
添
え
て
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
た）（（
（

。
連
邦
議
会
で
は
、
同
年
一
二
月
か
ら
二
〇
一
七
年
に
か
け
て
法
案
が
審
議
さ
れ
た
。

二
〇
一
七
年
三
月
二
九
日
に
は
裁
判
官
や
報
道
関
係
者
等
を
招
い
て
公
聴
会
も
開
催
さ
れ
た
。
連
邦
政
府
案
は
、
わ
ず
か
な
修
正）（（
（

の

後
、
同
年
六
月
二
二
日
に
連
邦
議
会
で
成
立
し
、
そ
の
後
の
手
続
を
経
て
、
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
等
を
改
正
す
る
法
律）（（
（

と
し
て
同
年
一

〇
月
一
八
日
に
公
布
さ
れ
た
。

　

Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
文
に
よ
る
開
廷
中
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
の
全
面
的
な
禁
止
は
、
二
〇
〇
七
年
改
正
に
よ
り
、
限
定
的

と
は
い
え
緩
和
さ
れ
た
。
今
回
の
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
の
改
正
に
よ
り
、
①
法
廷
の
音
声
を
裁
判
所
内
の
記
者
室
に
中
継
す
る
こ
と

（
一
項
に
追
加
）、
②
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
重
要
な
現
代
史
的
意
義
の
あ
る
手
続
の
場
合
、
学
問
的
・
歴
史
的
目
的
の
た
め
に
審
理
を
録
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音
す
る
こ
と
（
二
項
を
新
設
）、
③
連
邦
通
常
裁
判
所
（
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
）
と
、
そ
れ
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
連
邦
行
政
裁
判
所
（
ラ
イ
プ

ツ
ィ
ヒ
）、
連
邦
労
働
裁
判
所
（
エ
ア
フ
ル
ト
）、
連
邦
社
会
裁
判
所
（
カ
ッ
セ
ル
）、
連
邦
財
政
裁
判
所
（
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
）
に
お
い
て
、

特
別
な
事
件
に
限
る
と
は
い
え
、
判
決
の
言
渡
し
を
放
送
等
の
公
表
の
た
め
録
音
・
録
画
す
る
こ
と
（
三
項
を
新
設
）
が
可
能
に

な
っ
た
。
た
だ
し
、
緩
和
さ
れ
た
三
つ
の
可
能
性
を
認
め
る
か
否
か
は
、
裁
判
所
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条

の
改
正
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
限
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
一
七
ａ
条
に
基
づ
い
て
、
例
外
的
に
「
口
頭
弁
論
に

お
け
る
関
係
者
の
在
廷
確
認
ま
で
」
及
び
「
判
決
主
文
言
渡
し
」
の
時
間
帯
に
は
、
開
廷
中
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
が
認
め
ら

れ
て
き
た
が
、
同
条
が
改
正
さ
れ
、
上
記
①
と
②
に
相
当
す
る
規
定
が
追
加
さ
れ
た
。

　

な
お
、
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
等
を
改
正
す
る
た
め
の
法
律
は
、
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
一
七
ａ
条
に
関
連
す
る
改

正
部
分
は
、
公
布
の
日
（
同
年
一
〇
月
一
八
日
）
か
ら
六
カ
月
後
に
、
そ
の
他
の
部
分
は
公
布
の
日
の
翌
日
に
施
行
さ
れ
る
。
ま
た
、

経
過
規
定
に
よ
っ
て
、
一
六
九
条
二
項
は
、
施
行
日
に
す
で
に
係
属
し
て
い
る
手
続
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　

二
〇
一
七
年
改
正
の
う
ち
、
①
の
法
廷
の
音
声
の
記
者
室
へ
の
中
継
は
、
以
前
か
ら
連
邦
憲
法
裁
判
所
で
は
行
わ
れ
て
い
た
が
、

二
〇
一
三
年
五
月
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
上
級
地
裁
で
始
ま
っ
た
極
右
の
国
家
社
会
主
義
地
下
組
織
の
連
続
殺
人
事
件
（
以
下
で
は
、「
Ｎ
Ｓ

Ｕ
事
件
」）
の
公
判
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
そ
の
他
の
裁
判
所
に
お
い
て
も
同
様
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
法
改
正

が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
Ｎ
Ｓ
Ｕ
事
件
で
は
、
世
間
の
関
心
が
非
常
に
高
ま
っ
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
記

者
席
の
数
が
五
〇
席
に
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
傍
聴
を
希
望
す
る
報
道
関
係
者
へ
の
座
席
配
分
に
注
目
が
集
ま
っ
た
。
こ
の
事
件
で

は
、
移
民
系
商
店
が
銃
撃
さ
れ
、
八
人
の
ト
ル
コ
系
ド
イ
ツ
人
と
一
人
の
ギ
リ
シ
ャ
系
ド
イ
ツ
人
が
殺
害
さ
れ
た
た
め
、
ド
イ
ツ
だ

け
で
な
く
外
国
メ
デ
ィ
ア
も
記
者
席
の
配
分
を
求
め
て
い
た
が
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
上
級
地
裁
が
く
じ
引
き
で
記
者
席
を
配
分
し
た
結
果
、

ト
ル
コ
の
報
道
機
関
に
は
記
者
席
が
一
席
も
配
分
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
ト
ル
コ
の
あ
る
新
聞
社
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
記

者
席
配
分
の
見
直
し
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
三
部
会
は
、
同
年
四
月
一
二
日
の
決
定
に
よ
り
、
ミ
ュ
ン
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ヘ
ン
上
級
地
裁
の
裁
判
長
に
対
し
、
Ｎ
Ｓ
Ｕ
事
件
の
犠
牲
者
に
関
係
す
る
外
国
の
報
道
機
関
に
適
当
な
数
の
記
者
席
を
配
分
す
る
よ

う
に
命
じ
た）（（
（

。
こ
の
た
め
記
者
席
の
配
分
が
や
り
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
公
判
開
始
が
五
月
に
延
期
さ
れ
た
。
な
お
、
②
の
重
要

な
現
代
史
的
意
義
の
あ
る
手
続
の
場
合
、
学
問
的
・
歴
史
的
目
的
の
た
め
に
審
理
を
録
音
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
法
改
正
も
、
Ｎ

Ｓ
Ｕ
事
件
が
ひ
と
つ
の
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

　

２　

改
正
後
の
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
の
構
成

　

二
〇
一
七
年
改
正
に
よ
り
、
ま
ず
、「
裁
判
所
に
お
け
る
審
理
は
、
判
決
及
び
決
定
の
言
渡
し
を
含
め
て
公
開
さ
れ
る
。
公
開
で

の
上
演
又
は
そ
の
内
容
の
公
表
を
目
的
と
す
る
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
放
送
の
た
め
の
録
音
・
録
画
及
び
フ
ィ
ル
ム
へ
の
録
音
・
録
画
は

許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
現
行
の
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
の
規
定
が
第
一
項
と
な
り
、
以
下
の
規
定
が
同
項
第
三
文
と
し
て
追
加
さ
れ
た
。

　

プ
レ
ス
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
又
は
そ
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
の
た
め
に
取
材
す
る
者
ら
が
働
く
部
屋
へ
の
音
声
中
継
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
許

可
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
音
声
中
継
は
、
訴
訟
関
係
者
若
し
く
は
第
三
者
の
保
護
に
値
す
る
利
益
の
擁
護
の
た
め
、
又
は
、
手
続
の

秩
序
に
適
っ
た
進
行
の
保
護
の
た
め
、
部
分
的
に
制
限
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
部
屋
に
中
継
さ
れ
る
音
声
に
つ
い
て
、
第

二
文
が
準
用
さ
れ
る
。

　

次
に
、
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
に
以
下
の
よ
う
に
第
二
項
か
ら
第
四
項
が
追
加
さ
れ
た
。

　

第
二
項　

判
決
及
び
決
定
の
言
渡
し
を
含
む
審
理
の
録
音
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
と
っ
て
重
要
な
現
代
史
的
意
義
を
有
す
る
手
続
で

あ
る
場
合
、
学
問
的
・
歴
史
的
目
的
の
た
め
に
裁
判
所
に
よ
っ
て
許
可
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
訴
訟
関
係
者
若
し
く
は
第
三
者
の
保
護
に
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値
す
る
利
益
の
擁
護
の
た
め
、
又
は
、
手
続
の
秩
序
に
適
っ
た
進
行
の
保
護
の
た
め
、
録
音
は
、
部
分
的
に
制
限
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

録
音
の
文
字
起
こ
し
、
編
集
、
及
び
録
音
さ
れ
た
手
続
又
は
そ
の
他
の
手
続
の
た
め
の
利
用
又
は
活
用
は
許
さ
れ
な
い
。
録
音
は
、
裁
判
所

に
よ
っ
て
、
手
続
の
終
了
後
、
連
邦
公
文
書
法
又
は
州
公
文
書
法
に
基
づ
き
、
そ
の
録
音
に
保
存
す
る
価
値
が
あ
る
か
否
か
を
確
認
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
所
管
の
連
邦
公
文
書
館
又
は
州
公
文
書
館
に
受
け
継
ぎ
の
た
め
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
連
邦
公
文
書
館
又
は
州
公
文

書
館
が
、
録
音
を
受
け
取
ら
な
い
場
合
、
裁
判
所
は
録
音
を
消
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
三
項　

第
一
項
第
二
文
に
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
の
言
渡
し
に
つ
い
て
、
特
別
な
事
件
に
お
い
て
は
、

公
開
で
の
上
演
又
は
そ
の
内
容
の
公
表
を
目
的
と
す
る
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
放
送
の
た
め
の
録
音
・
録
画
及
び
フ
ィ
ル
ム
へ
の
録
音
・
録
画
を

許
す
こ
と
が
で
き
る
。
訴
訟
関
係
者
又
は
第
三
者
の
保
護
に
値
す
る
利
益
の
擁
護
の
た
め
、
及
び
、
手
続
の
秩
序
に
適
っ
た
進
行
の
保
護
の

た
め
、
録
音
・
録
画
又
は
そ
の
中
継
は
、
部
分
的
に
制
限
又
は
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

　

第
四
項　

第
一
項
か
ら
第
三
項
の
裁
判
所
の
決
定
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

　

連
邦
政
府
は
、
第
二
項
第
一
文
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
現
代
史
的
意
義
の
あ
る
手
続
の
録
音
だ
け
で
な
く
フ
ィ
ル
ム
録
画

も
許
す
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
が
、
連
邦
議
会
の
審
議
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
、
録
音
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
録
音
は
裁
判
所

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
項
第
三
文
は
、
連
邦
政
府
案
で
は
単
に
「
録
音
さ
れ
た
手
続
又
は
そ
の
他
の
手
続
の
た
め
に
利
用

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
証
拠
と
し
て
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、「
活
用
さ
れ

る
」（verw

ertet

）
と
い
う
文
言
が
追
加
さ
れ
、「
利
用
又
は
活
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
定
と
な
っ
た
。

　

判
決
言
渡
し
の
放
送
等
の
た
め
の
録
音
・
録
画
が
連
邦
の
裁
判
所
に
限
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
こ
で
言
い
渡
さ
れ
る
判
決
が
社
会

に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。「
特
別
な
事
件
」
と
は
、
例
え
ば
、
現
在
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
が
公
表
さ
れ
て
い
る
事
件
が

そ
れ
に
あ
た
る
し
、
他
の
多
数
の
事
件
に
と
っ
て
も
重
要
な
事
件
や
、
世
間
の
注
目
を
集
め
て
い
る
事
件
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。



90

法学研究 91 巻 1 号（2018：1）
　

３　

法
改
正
の
評
価

　

二
〇
一
七
年
改
正
の
た
め
の
連
邦
政
府
案
に
よ
る
裁
判
の
メ
デ
ィ
ア
公
開
の
拡
大
に
つ
い
て
、
報
道
関
係
者
や
研
究
者
は
規
制
緩

和
を
好
意
的
に
受
け
止
め
な
が
ら）（（
（

、
そ
の
程
度
が
不
十
分
で
あ
る
と
評
価
し
た
の
に
対
し）（（
（

、
法
曹
界
で
は
緩
和
し
過
ぎ
で
は
な
い
か

と
受
け
止
め
ら
れ
た
。
あ
る
学
説
は
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
連
邦
政
府
案
が
、
対
立
す
る
利
益
を
適
切
に
調
整
し
、
そ
の
企
図
し

た
通
り
、
裁
判
の
公
開
に
「
控
え
め
な
」
改
革
を
も
た
ら
し
た
よ
い
証
拠
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る）（（
（

。

　

新
設
さ
れ
た
一
六
九
条
第
四
項
に
よ
れ
ば
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
に
基
づ
く
裁
判
所
の
決
定
に
つ
い
て
は
異
議
を
唱
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
連
邦
政
府
案
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
異
議
申
し
立
て
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
審
理
が
長
引
く
こ
と
を
避
け
る
た
め

だ
と
説
明
し
て
い
る
が
、
報
道
機
関
が
注
目
す
る
よ
う
な
裁
判
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
時
間
が
か
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
裁
判
所
の
決
定
に
対
す
る
迅
速
な
異
議
申
し
立
て
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
る）（（
（

。

　

第
三
項
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
判
決
の
言
渡
し
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
に
つ
い
て
、
連
邦
政
府
案
の
理
由
書）（（
（

は
、
特
別
な

事
件
に
お
い
て
そ
れ
を
認
め
る
か
否
か
は
、
裁
判
所
の
裁
量
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
許
可
に
つ
い
て
の
請
求
権
は
存
在
し

な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
裁
判
所
は
、
特
別
な
場
合
に
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
認
め
る
と
い
う
決
定
を
下
す
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
認
め
な
い
場
合
、
そ
れ
に
つ
い
て
決
定
を
下
す
必
要
は
な
い
と
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
学
説
に
は
、
裁
判
所
が
判
決
言
渡
し
に
つ
い
て
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
認
め
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ま

で
開
廷
前
・
休
廷
中
・
閉
廷
後
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
の
制
限
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
報
道
機
関
は
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
に
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
て
争
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る）（（
（

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
前
述
し

た
二
〇
〇
一
年
判
決
に
お
い
て
、
旧
一
六
九
条
二
文
に
よ
る
開
廷
中
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
の
禁
止
を
、
放
送
の
自
由
に
対
す

る
制
限
で
は
な
い
と
判
断
し
た
が
、
二
〇
一
七
年
改
正
で
裁
判
所
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
裁
判
の
メ
デ
ィ
ア
公
開
に
つ
い
て
は
、
裁

判
所
が
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
認
め
な
か
っ
た
場
合
、
放
送
の
自
由
に
対
す
る
制
限
と
な
り
、
開
廷
前
・
休
廷
中
・
閉
廷
後
の
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法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
に
つ
い
て
確
立
さ
れ
た
判
例
を
手
が
か
り
に
、
そ
の
制
限
の
合
憲
性
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
審
査

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

現
在
、
開
廷
前
・
休
廷
中
・
閉
廷
後
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
と
そ
の
放
送
が
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
テ

レ
ビ
局
が
そ
れ
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
裁
判
長
の
判
断
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
で
何
度
も
闘
っ
て
き
た
成
果
で
あ
る
。
二
〇
一
八
年
四

月
に
施
行
さ
れ
る
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
一
項
か
ら
三
項
に
よ
る
裁
判
の
メ
デ
ィ
ア
公
開
の
拡
大
は
、
五
年
後
に
そ
の
効
果
が
見
直
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る）（（
（

。
二
〇
一
七
年
改
正
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
公
開
の
可
能
性
を
、
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
に
運
用

し
て
い
く
の
か
、
今
後
の
行
方
が
注
目
さ
れ
る
。

五　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
二
〇
一
七
年
の
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
の
改
正
に
至
る
、
裁
判
テ
レ
ビ
中
継
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
議
論
を
概
観
し
た
う
え

で
、
同
規
定
が
ど
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
二
文
に
よ
る
開
廷
中
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ

取
材
の
全
面
的
な
禁
止
は
、
二
〇
一
七
年
改
正
に
よ
り
、
限
定
的
と
は
い
え
緩
和
さ
れ
た
。
今
回
の
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
の
改
正
に
よ

り
、
①
法
廷
の
音
声
を
裁
判
所
内
の
記
者
室
に
中
継
す
る
こ
と
（
一
項
に
追
加
）、
②
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
重
要
な
現
代
史
的
意
義
の
あ

る
手
続
の
場
合
、
学
問
的
・
歴
史
的
目
的
の
た
め
に
審
理
を
録
音
す
る
こ
と
（
二
項
を
新
設
）、
③
連
邦
通
常
裁
判
所
と
、
そ
れ
と
同

じ
レ
ベ
ル
の
連
邦
の
裁
判
所
に
お
い
て
、
特
別
な
事
件
に
限
る
と
は
い
え
、
判
決
の
言
渡
し
を
放
送
等
の
公
表
の
た
め
録
音
・
録
画

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
（
三
項
を
新
設
）。
た
だ
し
、
緩
和
さ
れ
た
三
つ
の
可
能
性
を
認
め
る
か
否
か
は
、
裁
判
所
の
判
断
に
委

ね
ら
れ
て
い
る
。
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
の
改
正
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
限
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
一
七
ａ
条
に
基

づ
い
て
、
例
外
的
に
「
口
頭
弁
論
に
お
け
る
関
係
者
の
在
廷
確
認
ま
で
」
及
び
「
判
決
主
文
言
渡
し
」
の
時
間
帯
に
は
、
開
廷
中
の
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法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
が
認
め
ら
れ
て
き
た
が
、
同
条
が
改
正
さ
れ
、
上
記
①
と
②
に
相
当
す
る
規
定
が
追
加
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
改
正
は
、
二
〇
一
八
年
四
月
に
施
行
と
な
る
。

　

日
本
の
場
合
、
最
高
裁
と
日
本
新
聞
協
会
の
間
で
取
り
決
め
ら
れ
た
「
法
廷
内
カ
メ
ラ
取
材
の
標
準
的
な
運
用
基
準
」（
一
九
九

一
年
一
月
一
日
）
に
よ
り
、
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
は
制
限
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
撮
影
は
、
裁
判
官
の
入
廷
開
始
時

か
ら
と
し
、
裁
判
官
全
員
の
着
席
後
開
廷
宣
告
前
の
間
の
二
分
以
内
で
あ
り
、
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
被
告
人
の
在
廷
し
な
い
状
態

で
行
わ
れ
る
。
明
ら
か
に
、
ド
イ
ツ
と
比
べ
て
厳
し
い
制
限
が
課
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
開
廷
中
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取

材
は
日
独
と
も
に
不
可
能
で
あ
っ
た
、
し
か
し
、
二
〇
一
七
年
改
正
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
で
は
一
部
の
裁
判
所
の
特
別
な
事
件
と
は
い

え
、
判
決
言
渡
し
の
裁
判
テ
レ
ビ
中
継
が
可
能
に
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
規
制
緩
和
は
難
し
い
と
し
て
も
、
日
本
で
も
、
前
例

に
と
ら
わ
れ
ず
、
事
件
の
社
会
的
意
義
や
世
間
の
注
目
度
、
さ
ら
に
は
訴
訟
関
係
者
、
と
り
わ
け
被
告
人
の
社
会
的
地
位
や
そ
の
影

響
力
等
を
考
慮
し
て
、
何
ら
か
の
規
制
緩
和
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
裁
判
所
及
び
報
道
機
関
の
よ
り
積
極
的
な
取
り
組
み
に

期
待
し
た
い
。

〔
付
記
〕　

本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（1（H

0（291

）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
）　

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
に
は
、
裁
判
の
公
開
に
つ
い
て
の
明
文
規
定
は
存
在
し
な
い
。
裁
判
の
公
開
は
、
基
本
法
の
法
治
国
原

理
及
び
民
主
制
原
理
に
そ
の
根
拠
が
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
連
邦
法
と
し
て
ド
イ
ツ
に
も
直
接
に
適
用
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
条
約
六
条
が
、
公
開
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
て
い
る
。

（
2
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、「
重
大
な
不
利
益
を
防
止
す
る
た
め
、
急
迫
す
る
暴
力
を
阻
止
す
る
た
め
、
又
は
他
の
重
大
な
理
由
に
よ
り
、

公
共
の
福
祉
の
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
仮
命
令
に
よ
り
事
態
を
暫
定
的
に
規
律
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
連
邦
憲
法
裁
判

所
法
三
二
条
一
項
）。
工
藤
達
朗
ほ
か
編
著
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判
〔
第
二
版
〕』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
三
年
）
二
一
五
頁
以
下
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ドイツにおける裁判テレビ中継と裁判の公開

参
照
。

（
（
）　BV

erfGE 10（, 44.　

こ
の
判
決
に
つ
い
て
、
鈴
木
秀
美
「
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
と
裁
判
の
公
開
─
─
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判

所
二
〇
〇
一
年
一
月
二
四
日
判
決
を
中
心
に
」
村
上
武
則
ほ
か
編
著
『
法
治
国
家
の
展
開
と
現
代
的
構
成
』
高
田
敏
先
生
古
稀
記
念
論
集

（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
七
年
）
二
四
八
頁
以
下
参
照
。

（
4
）　BV

erfGE 87, （（4.

（
（
）　

ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
は
、
一
九
九
二
年
一
二
月
に
ベ
ル
リ
ン
地
裁
に
出
廷
し
た
。
し
か
し
、
翌
年
一
月
、
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
の
刑
事
裁
判
は

病
気
を
理
由
に
中
止
さ
れ
た
。
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
は
、
そ
の
直
後
に
釈
放
さ
れ
、
娘
の
住
む
チ
リ
に
出
国
し
、
一
九
九
四
年
に
チ
リ
に
て
死

亡
し
た
。

（
（
）　BV

erfGE 91, 12（.　

こ
の
判
決
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
鈴
木
秀
美
『
放
送
の
自
由
〔
増
補
第
二
版
〕』（
信
山
社
、
二
〇
一
七
年
）

一
〇
四
頁
以
下
、
宮
地
基
「
法
廷
に
お
け
る
テ
レ
ビ
撮
影
と
放
送
の
自
由
」
自
治
研
究
七
二
巻
五
号
（
一
九
九
六
年
）
一
一
五
頁
以
下
、

ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅱ
〔
第
二
版
〕』（
信
山
社
、
二
〇
〇
六
年
）
一
五
〇
頁
以
下
〔
宮
地
基
〕
参
照
。

（
7
）　BV

erfGE 119, （09.　

こ
の
決
定
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
鈴
木
秀
美
「
法
廷
警
察
権
に
基
づ
く
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
制
限
が

違
憲
と
さ
れ
た
事
例
─
─
二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
九
日
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定
」
阪
大
法
学
六
〇
巻
六
号
（
二
〇
一
一

年
）
二
三
五
頁
以
下
参
照
。

（
8
）　BV

erfGK
 10, 4（（.

（
9
）　BV

erfGE 119, （09.

（
10
）　

部
会
は
、
法
廷
の
過
重
負
担
を
解
消
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
。
部
会
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
九
三
ｃ
条
に
基
づ
き
、
憲
法
異
議

の
審
査
に
と
っ
て
基
準
と
な
る
憲
法
問
題
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
り
す
で
に
裁
判
さ
れ
て
い
る
場
合
、
憲
法
異
議
が
明
ら
か
に
理
由
の

あ
る
と
き
、
憲
法
異
議
を
認
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
部
会
決
定
は
、
法
廷
の
裁
判
と
同
一
の
効
力
を
も
つ
。
部
会
の
憲
法
解
釈
は
法
廷

の
先
例
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
新
し
い
憲
法
問
題
に
つ
い
て
憲
法
解
釈
を
示
す
権
限
は
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
、
そ
れ
を
行
っ

て
お
り
、
現
実
に
は
部
会
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
中
心
機
関
と
な
っ
て
い
る
。
工
藤
ほ
か
・
前
掲
注
（
2
）
一
二
五
頁
以
下
参
照
。

（
11
）　BV

erfG, Beschluss der 1. K
am

m
er des Ersten Senats v. 27. 22. 2008 (1 BvQ

 4（/08), N
JW

 2009, （（0.

（
12
）　BV

erfG, Beschluss der 1. K
am

m
er des Ersten Senats v. （. 4. 2009 (1 BvR （（4/09), N

JW
 2009, 2117.
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（
1（
）　

例
え
ば
、
フ
リ
ー
の
テ
レ
ビ
記
者
が
勝
訴
し
た
二
〇
一
二
年
の
部
会
決
定
や
、
新
聞
社
が
写
真
カ
メ
ラ
取
材
の
制
限
を
争
い
、
一
部

勝
訴
し
た
二
〇
一
四
年
の
部
会
決
定
と
二
〇
一
六
年
の
部
会
決
定
が
あ
る
。BV
erfG, Beschluss der 1. K

am
m

er des Ersten 
Senats v. （0. （. 2012 (1 BvR 711/12); BV

erfG, Beschluss der （. K
am

m
er des Ersten Senats v. （1. 7. 2014 (1 BvR 

18（8/14); BV
erfG, Beschluss der （. K

am
m

er des Ersten Senats v. 9. 9. 201（ (1 BvR 2022/1（).
（
14
）　BV

erfGE 88, 17（.

こ
の
判
決
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
〔
第
二
版
〕』（
信
山
社
、
二
〇
〇

三
年
）
五
二
七
頁
以
下
〔
水
島
朝
穂
〕
参
照
。

（
1（
）　

鈴
木
・
前
掲
注
（
（
）
二
三
八
頁
参
照
。

（
1（
）　V

gl. Falk Jaeger (H
rsg.), T

ransparenz und W
ürde: D

as Bundesverfassungsgericht und seine A
rchitektur, 2014.

（
17
）　BV

erfGE 10（, 44.　

こ
の
判
決
に
つ
い
て
、
鈴
木
秀
美
「
裁
判
所
構
成
法
に
よ
る
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
禁
止
の
合
憲
性
」
自

治
研
究
七
八
巻
五
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
二
四
頁
以
下
、
鈴
木
・
前
掲
注
（
（
）
二
三
九
頁
以
下
、
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ

ツ
の
憲
法
判
例　

Ⅲ
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
）
一
七
七
頁
以
下
〔
鈴
木
秀
美
〕
参
照
。

（
18
）　BV

erfG, N
JW

 199（, （81.

（
19
）　

こ
の
事
件
で
は
、
あ
る
生
徒
の
両
親
が
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
教
室
に
設
置
さ
れ
て
い
る
磔
刑
像
（
キ
リ
ス
ト
像
の
つ
い
た
十
字
架
）
の

撤
去
を
求
め
て
い
た
。
同
州
で
は
、
教
室
に
磔
刑
像
を
設
置
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
州
国
民
学
校
規
則
が
違
憲
と
さ
れ
た
連
邦
憲
法
裁

判
所
の
一
九
九
五
年
判
決
（BV

erfGE 9（, 1
）
を
受
け
て
、
国
民
学
校
の
教
室
へ
の
磔
刑
像
設
置
を
義
務
づ
け
る
新
し
い
法
律
が
制
定

さ
れ
た
。
た
だ
し
、
磔
刑
像
設
置
が
生
徒
の
信
仰
ま
た
は
世
界
観
に
反
す
る
場
合
の
た
め
に
調
停
手
続
が
設
け
ら
れ
、
調
停
が
不
調
に
終

わ
っ
た
場
合
の
解
決
は
校
長
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
州
法
に
基
づ
い
て
下
さ
れ
た
校
長
の
判
断
が
争
わ
れ
て
い
た
。

一
九
九
五
年
判
決
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
・
前
掲
注
（
（
）
一
一
五
頁
以
下
〔
石
村
修
〕
参
照
。

（
20
）　Jürgen G

ündisch, Fernsehaufnahm
en von Gerichtsverandlungen, N

V
w

Z 2001, 100（.

（
21
）　

こ
の
批
判
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
鈴
木
・
前
掲
注
（
（
）
二
四
八
頁
以
下
参
照
。

（
22
）　

Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
六
九
条
の
二
〇
一
七
年
改
正
に
つ
い
て
、Loubal/H

ofm
ann, Erw

eiterung der M
edienöffentlichkeit in 

Gerichtssälen: (k)eine gute Idee? Eine erste Bew
ertung des aktuellen Gesetzentw

urfs, M
M

R 201（, （（9 ff.; Christian 
von Coelln, M

ehr M
edienöffentlichkeit vor Gericht? Zum

 Entw
urf eines Gesetzes über die Erw

eiterung der 



9（

ドイツにおける裁判テレビ中継と裁判の公開

M
edienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren (EM

öGG), A
fP 201（, 491 ff.; Brenzen/Bräutigam

, Chance statt Risiko: das 
Gesetz zur Erw

eiterung der M
edienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren, K

&
R 2017, （（（ ff.; T

hom
as H

oeren, 
M

edienöffentlichkeit im
 Gericht 

︲ die Ä
nderungen des GV

G, N
JW

 2017, （（（9 ff.; BeckO
K

 StPO
/A

ngelika W
alther, 

28. Ed. 1. 7. 2017, GV
G 

§ 1（9, Rn. 18 ff.

（
2（
）　Loubal/H

ofm
ann, a.a.O

. (A
nm

. 22), （70; W
alther, a.a.O

. (A
nm

. 22), Rdnr. 18.

（
24
）　

基
本
法
七
六
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
連
邦
政
府
の
法
律
案
は
先
に
連
邦
参
議
院
に
送
付
さ
れ
る
。
連
邦
参
議
院
に
は
、
六
週
間
以
内
に

こ
の
法
律
案
に
対
す
る
態
度
決
定
を
す
る
権
限
が
あ
る
。

（
2（
）　BT

-D
rucksache 18/10144.

（
2（
）　

連
邦
議
会
が
加
え
た
修
正
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
七
年
五
月
三
一
日
付
の
司
法
・
消
費
者
保
護
委
員
会
の
最
終
勧
告
及
び
報
告

（BT
-D

rucksache 18/12（91
）
参
照
。

（
27
）　Gesetz v. 8. 10. 2017. BGBL I 2017, S. （（4（.

（
28
）　BV

erfG, Beschluss der （. K
am

m
er des Ersten Senats v. 12. 4. 201（ (1 BvR 990/1（).

（
29
）　

例
え
ば
、Brenzen/Bräutigam

, a.a.O
. (A

nm
. 22); von Coelln, a.a.O

. (A
nm

. 22).

（
（0
）　H

oeren, a.a.O
. (A

nm
. 22), （（40

は
、
判
決
言
渡
し
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
は
、
そ
の
判
断
が
裁
判
所
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
な
い
結
果
に
な
る
だ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
（1
）　von Coelln, a.a.O

. (A
nm

. 22), 49（.

（
（2
）　Loubal/H
ofm

ann, a.a.O
. (A

nm
. 22), （72.

（
（（
）　BT

-D
rucksache 18/10144, S. 29.

（
（4
）　von Coelln, a.a.O

. (A
nm

. 22), 494.　

こ
れ
に
対
し
、
連
邦
政
府
案
の
理
由
書
は
、
憲
法
異
議
の
可
能
性
に
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、

判
決
言
渡
し
の
法
廷
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
取
材
を
認
め
る
か
否
か
の
裁
判
所
に
よ
る
裁
量
判
断
に
あ
た
っ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
手

が
か
り
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。BT

-D
rucksache 18/10144, S. 29.

（
（（
）　BT

-D
rucksache 18/10144, S. 2（.


